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は
じ
め
に

　

杜
甫
の
「
客
従
」1425

（
以
下
、
詩
題
に
付
し
た
四
桁
の
数
字
は

『
杜
甫
全
詩
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
）
の
作
品
番
号

を
示
す
）
は
、
ほ
と
ん
ど
具
象
的
な
描
写
が
な
い
と
い
う
点
で
、
杜

甫
の
詩
中
で
も
特
異
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。「
客
従
」
は
以
下
の

よ
う
に
詠
じ
ら
れ
る
。『
宋
本
杜
工
部
集
（
続
古
逸
叢
書
）』
巻
八
な

ど
、
諸
本
に
異
同
は
な
い
。

　
　

客
従
南
溟
来　

客　

南
溟
よ
り
来
た
り

　
　

遺
我
泉
客
珠　

我
に
泉
客
の
珠
を
遺お

く

る

　
　

珠
中
有
隠
字　

珠
中
に
隠
字
有
り

　
　

欲
弁
不
成
書　

弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
書
を
成
さ
ず

　
　

緘
之
篋
笥
久　

之
を
篋
笥
に
緘
す
る
こ
と
久
し
く

　
　

以
俟
公
家
須　

以
て
公
家
の
須も

と

む
る
を
俟ま

つ

　
　

開
視
化
為
血　

開
き
視
れ
ば
化
し
て
血
と
為
り

　
　

哀
今
徴
斂
無　

今
徴
斂
に
無
き
を
哀
し
む

　

こ
の
詩
の
表
現
が
『
荘
子
』
や
『
捜
神
記
』
な
ど
か
ら
発
想
を
得

て
い
る
こ
と
は
諸
注
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
珠

中
」
の
句
を
は
じ
め
と
し
て
、
細
部
の
解
釈
ま
で
も
が
一
致
を
見
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
臆
説
を
述

べ
、
こ
の
詩
の
特
質
と
書
か
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

　

ま
ず
こ
の
詩
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
の
諸
説
を
確
認
し
よ
う
。

『
草
堂
詩
箋
』
巻
三
十
七
は
、「
大
暦
四
年
、
潭
州
に
至
り
て
作
る

所
。」
と
し
て
「
望
岳
」1394

を
載
せ
、
つ
い
で
「
二
月
、
潭
州
に

至
り
て
作
る
所
。」
と
し
て
「
小
寒
食
、
舟
中
作
」1441

、「
清
明
二

首
」1382

～1383

な
ど
と
と
も
に
こ
の
詩
を
載
せ
る
。『
杜
詩
詳

注
』（
以
下
、『
詳
注
』）
巻
二
十
三
は
黄
鶴
『
補
注
杜
詩
』
巻
十
五

に
見
え
る
説
を
引
い
て
梁
権
道
『
杜
工
部
年
譜
』
が
大
暦
三
年
（
七

 　
　

杜
甫
「
客
従
」
と
元
結
「
舂
陵
行
」

　
　
　
　

―
作
詩
の
契
機
に
つ
い
て
―

後　

藤　

秋　

正　
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六
八
）
の
作
と
す
る
説
を
否
定
し
、
大
暦
四
年
（
七
六
九
）
の
作
と

見
な
す
。

　
『
詳
注
』
は
さ
ら
に
黄
鶴
の
「
史
を
按
ず
る
に
、
大
暦
四
年
三
月
、

御
史
を
遣
り
て
商
銭
に
税
せ
し
む
と
。
此
の
詩
は
故
よ
り
珠
に
託
し

て
以
て
諷
し
、
徴
斂
の
商
賈
に
及
ぶ
を
見し

め

す
な
り
。」
と
い
う
按
語

を
引
く
。
史
と
は
『
新
唐
書
』
巻
六
、
代
宗
紀
の
記
事
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
代
宗
紀
に
は
、「
三
月
、
御
史
を
遣
り
て
商
銭
に
税
せ
し

む
。
甲
戌
、
京
兆
の
今
歳
の
税
を
免
ず
。」
と
見
え
て
い
る
。
黄
鶴

が
商
銭
へ
の
課
税
を
伝
え
る
こ
の
記
事
に
着
目
し
た
の
は
、
の
ち
に

見
る
が
、
鮫
人
が
綃
（
き
ぎ
ぬ
、
ま
た
、
あ
や
ぎ
ぬ
）
を
商
っ
て
い

た
と
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ
ろ
う
。
た
だ
し
、
商
行
為
に
の
み
課
税
が

強
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
河
川
に
設
け
ら
れ
た
堰
堤
を
商
船
が

通
過
す
る
時
に
も
徴
税
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
例
え
ば
張
沢

咸
『
唐
五
代
賦
役
史
草
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
）
第
一
編
「
賦

税
」、
第
五
章
「
工
商
税
和
雑
税
」
に
詳
し
い
。

　

趙
次
公
（『
九
家
集
注
杜
詩
』
巻
一
五
）
は
蔡
伯
世
の
説
に
同
意

し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

東
渓
先
生
集
な
る
者
有
り
、
其
の
中
に
杜
工
部
詩
十
六
篇
を

釈
す
る
有
り
。
…
…
頃し

ば
らく

蔡
伯
世
と
同
じ
く
、
此
の
詩
を
、
乃

ち
大
歴マ

マ

四
年
潭
州
の
作
と
定
む
。
而
る
に
東
渓
も
又
誤
り
て
以

て
安
史
の
際
と
為
す
。
是
れ
安
史
は
此
に
至
り
て
已
に
滅
び
し

こ
と
七
年
な
る
を
知
ら
ず
。
大
い
に
非
な
り
。

　

東
渓
先
生
は
高
登
、
字
は
彦
先
の
こ
と
。『
宋
史
』
巻
三
百
九
十

九
に
伝
が
あ
る
。『
東
渓
集
』
二
巻
、
附
録
一
巻
が
残
る
が
、
杜
詩

の
注
釈
は
ほ
と
ん
ど
散
佚
し
た
。
蔡
伯
世
は
南
宋
の
人
、
蔡
興
宗
、

字
は
伯
世
。『
重
編
少
陵
先
生
集
』
二
十
巻
（
年
譜
一
巻
、
正
異
一

巻
、
考
異
一
巻
）
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
散
佚
し
、
年
譜
が
『
分
門

集
注
杜
工
部
詩
』
な
ど
に
引
か
れ
る
。『
分
門
集
注
杜
工
部
詩
』
巻

十
四
に
は
、「
蔡
伯
世
と
同
に
此
の
詩
を
定
め
て
乃
ち
潭
州
の
作
と

為
す
、
而
る
に
東
渓
先
生
は
以
て
安
史
の
際
と
為
す
、
安
史
は
是
れ

已
に
滅
び
し
こ
と
七
年
な
る
を
知
ら
ず
。
大
い
に
非
な
り
。」
と
あ

る
。
趙
次
公
は
高
登
の
、
安
史
の
乱
（
七
五
五
～
七
六
三
）
に
際
し

て
書
か
れ
た
と
い
う
説
を
否
定
し
て
、
大
暦
四
年
、
潭
州
（
湖
南
省

長
沙
市
）
で
書
か
れ
た
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
杜
甫
は
翌

大
暦
五
年
に
も
潭
州
に
滞
在
し
て
い
る
の
で
、
黄
鶴
の
説
の
よ
う
に

大
暦
四
年
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

近
年
に
至
っ
て
も
こ
の
詩
を
大
暦
四
年
の
作
と
す
る
説
が
多
い
。

張
忠
綱
主
編
『
杜
甫
大
辞
典
』（
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）、

王
士
菁
「
杜
工
部
年
譜
簡
編
」（『
杜
甫
詞
典
』
河
南
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
一
所
載
）
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
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二

　
「
客
従
」
は
冒
頭
の
二
字
を
詩
題
と
し
た
も
の
。
そ
の
内
容
に
つ

い
て
、
第
一
句
か
ら
検
討
を
加
え
よ
う
。
第
一
句
に
つ
い
て
『
九
家

集
注
杜
詩
』、『
詳
注
』
な
ど
は
『
荘
子
』
逍
遙
遊
篇
の
、
鵬
に
つ
い

て
述
べ
た
一
文
を
引
く
。
南
冥
は
南
方
に
あ
る
と
い
う
大
海
。
趙
次

公
が
「
必
ず
南
溟
よ
り
来
る
と
言
う
は
、
特た

だ
譬
え
を
取
る
の
み
に

非
ず
。
乃
ち
蔡
伯
世
の
所
謂
長
沙
は
南
溟
孔
道
に
当
た
る
な
り
。
蓋

し
公
の
詩
は
興
寄
と
雖
も
亦
た
毎つ

ね

に
物
に
感
じ
て
之
を
興
す
、
泛
く

比
と
為
す
に
は
非
ざ
る
な
り
。」
と
指
摘
す
る
と
お
り
、
単
に
修
辞

的
な
面
を
考
慮
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
杜
甫
は

「
宿
白
沙
駅
」1369

で
も
こ
の
語
を
用
い
、「
随
波
無
限
月
、
的
的

近
南
溟
（
波
に
随
う
無
限
の
月
、
的
的
と
し
て
南
溟
に
近
づ
く
）」

と
言
う
。
洞
庭
湖
東
岸
の
岳
陽
（
湖
南
省
岳
陽
市
）
か
ら
舟
出
し
て

衡
州
（
湖
南
省
衡
陽
市
）
へ
向
か
お
う
と
し
て
白
沙
駅
（
湖
南
省
岳

陽
市
湘
陰
県
）
に
泊
ま
っ
た
時
の
作
で
あ
る
。
杜
甫
に
と
っ
て
、
洞

庭
湖
の
南
、
湘
水
を
溯
っ
て
南
行
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
未
知
の

世
界
、
南
溟
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

冒
頭
の
一
聯
に
つ
い
て
『
草
堂
詩
箋
』
は
、「
泉
客
は
、
即
ち
泉

仙
な
り
、
之
を
鮫
人
の
室
と
謂
う
。」
と
い
い
、
出
典
と
し
て
『
捜

神
記
』
巻
十
二
か
ら
、「
南
海
の
外
に
、
鮫
人
有
り
、
水
居
す
る
こ

と
魚
の
如
く
、
織
績
を
廃
せ
ず
。
其
の
眼
は
泣
け
ば
則
ち
能
く
珠
を

出
す
。」
と
い
う
一
文
を
引
く
。「
鮫
人
」
に
つ
い
て
は
様
々
な
記
録

が
あ
り
、
類
似
し
た
記
事
は
漢
・
郭
憲
撰
と
伝
え
ら
れ
る
『
洞
冥

記
』
巻
二
の
ほ
か
、
張
華
『
博
物
志
』
巻
二
や
木
華
「
海
賦
」（『
文

選
』
巻
一
二
）
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
冒
頭
の
二
句
の
構
成

は
「
古
詩
十
九
首
」〈
其
十
七
〉（『
文
選
』
巻
二
九
）
に
、「
客
従
遠

方
来
、
遣
我
一
書
札
（
客
遠
方
よ
り
来
り
、
我
に
一
書
札
を
遣

る
）」
な
ど
と
あ
る
の
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
句
、「
隠
字
」
の
語
は
、
詩
語
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら

れ
な
い
。『
佩
文
韻
府
』
も
杜
詩
の
用
例
を
引
く
の
み
で
あ
る
。『
杜

詩
闡
』
巻
三
十
二
に
、「
珠
中
に
字
有
り
、
隠
隠
と
し
て
弁
じ
難

し
。」
と
言
う
よ
う
に
、
判
別
し
に
く
い
文
字
を
指
す
。『
杜
臆
』
巻

十
が
「
珠
中
隠
字
」
に
つ
い
て
、「
民
の
隠
情
は
、
弁
ぜ
ん
と
欲
し

て
得
ざ
る
に
喩
う
る
な
り
。」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
困
窮
し
て
い

る
実
情
を
民
が
隠
し
て
い
る
た
め
に
、
為
政
者
は
理
解
し
な
い
こ
と

に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
袁
慧
光
編
注
『
杜
甫
湘
中

詩
集
註
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
一
〇
）
に
、「
隠
約
、
含
義
隠
晦
之
文

字
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
単
に
外
見
上
、
読
み
取
り
に
く
い
文
字

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
敢
え
て
難
解
な
表
現
を
し
て
、
真
意
を
晦
ま

し
て
い
る
文
章
で
も
あ
ろ
う
。

　

第
四
句
、「
欲
弁
」
は
、
陶
淵
明
「
雑
詩
、
二
首
」〈
其
一
〉（『
文
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選
』
巻
三
〇
）
の
末
聯
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
杜

甫
は
、
よ
く
判
別
で
き
な
い
文
字
の
中
か
ら
、
真
実
の
内
容
を
見
つ

け
出
そ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
「
欲
弁
」
と
い
う
表
現
は
陶

淵
明
以
後
、
杜
甫
以
前
の
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
わ
ず
か
に
常
建

の
「
湖
中
晩
霽
」（『
全
唐
詩
』
巻
一
四
四
）
に
、「
杳
杳
涯
欲
弁
、

蒙
蒙
雲
復
閉
（
杳
杳
と
し
て
涯

み
ぎ
わ

弁
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
、
蒙
蒙
と
し
て

雲
復
た
閉
ざ
す
）」
と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
た
だ
し
「
弁
」

の
主
語
を
杜
甫
で
は
な
く
困
窮
す
る
人
々
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
馮

江
五
『
杜
甫
詩
選
注
』（
香
港
万
里
書
店
、
一
九
六
一
）
は
「
欲
弁
」

の
句
に
つ
い
て
、「
可
是
弁
認
不
出
是
什
麽
字
。」
と
指
摘
し
、
二
句

に
つ
い
て
は
、「
二
句
暗
喩
百
姓
有
難
言
的
隠
痛
。」
と
言
う
。
他
人

に
訴
え
よ
う
と
し
て
も
表
現
で
き
な
い
苦
衷
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に

喩
え
て
い
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

　

第
五
句
、「
篋
笥
」
は
竹
で
編
ん
だ
箱
。
特
に
詩
稿
な
ど
を
納
め

て
お
く
文
箱
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
杜
詩
で
は
こ
の
語
が
「
送
従
弟

亜
赴
河
西
判
官
」0172

、「
殿
中
楊
監
見
張
旭
草
書
図
」0929
、「
留

別
公
安
太
易
沙
門
」1352

に
見
ら
れ
る
。　

　

第
六
句
、「
公
家
」
は
役
所
、
国
家
。
司
馬
遷
「
報
任
少
卿
書
」

（『
文
選
』
巻
四
一
）
に
、「
夫
れ
人
臣
は
、
万
死
に
出
で
て
、
一
生

の
計
を
顧
み
ず
、
公
家
の
難
に
赴
く
。」
と
あ
る
。
杜
甫
は
こ
の
詩

以
前
に
二
度
、
こ
の
語
を
用
い
る
。
大
暦
二
年
（
七
六
七
）
の
秋
、

夔
州
（
重
慶
市
奉
節
県
）
で
の
作
「
甘
林
」1135

を
引
い
て
お
こ
う
。

　
　

明
朝
歩
隣
里　

明
朝　

隣
里
に
歩
む

　
　

長
老
可
以
依　

長
老　

以
て
依
る
可
し

　
　

時
危
賦
斂
数　

時
危
く
し
て
賦
斂
数
〻
な
れ
ば

　
　

脱
粟
為
爾
揮　

脱
粟　

爾こ

の
為
に
揮
わ
ん
と　
　
　
　

 

　
　

相
携
行
豆
田　

相
い
携
え
て
豆
田
を
行め

ぐ

る
に

　
　

秋
花
靄
菲
菲　

秋
花　

靄
と
し
て
菲
菲
た
り

　
　

子
実
不
得
喫　

子
実　

喫く
ら

う
を
得
ず

　
　

貨
市
送
王
畿　

市
に
貨
し
て
王
畿
に
送
る

　
　

尽
添
軍
旅
用　

尽
こ
と
ご
とく
軍
旅
の
用
に
添
う

　
　

迫
此
公
家
威　

此
の
公
家
の
威
に
迫
ら
る

　
　

主
人
長
跪
問　

主
人　

長
跪
し
て
問
う

　
　

戎
馬
何
時
稀　

戎
馬　

何
れ
の
時
に
か
稀
な
ら
ん
と

　

こ
の
詩
は
重
税
に
あ
え
ぐ
農
民
を
詠
ず
る
。
公
家
は
、
従
軍
す
る

兵
士
に
と
っ
て
も
徴
税
さ
れ
る
農
民
に
と
っ
て
も
抗
う
こ
と
の
で
き

な
い
存
在
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
点
で
「
客
従
」
と
共
通
す
る
。

　

第
七
句
、「
化
為
血
」
は
史
書
に
は
時
に
見
え
る
表
現
で
あ
る
。

例
え
ば
『
北
斉
書
』
巻
三
十
二
、
王
琳
伝
に
は
、
彼
が
北
斉
の
特

進
・
侍
中
に
な
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、「
居
る
所
の
屋
脊　

故
無

く
し
て
剥
破
し
、
赤
蛆
を
出
だ
す
こ
と
数
升
、
地
に
落
ち
化
し
て
血

と
為
り
、
蠕
蠕
と
し
て
動
く
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
奇
怪
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な
出
来
事
が
予
兆
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
琳
は
陳
の
将
軍
呉
明

徹
に
寿
陽
（
安
徽
省
六
安
市
寿
県
）
で
捕
ら
え
ら
れ
、
建
康
（
江
蘇

省
南
京
市
）
へ
連
行
さ
れ
る
途
中
で
殺
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
新
唐

書
』
巻
三
十
四
、
五
行
志
一
、
赤
眚
赤
祥
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な

記
事
が
見
え
る
。

　

武
徳
七
年
（
六
二
四
）、
河
間
王
孝
恭　

輔
公
祏
を
征
し
、

群
帥
を
舟
中
に
宴
す
。
孝
恭　

金
盌
を
以
て
江
水
を
酌
み
、
将

に
之
を
飲
ま
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
化
し
て
血
と
為
る
。
孝
恭
曰

く
、「
盌
中
の
血
は
、
公
祏　

首
を
授
く
る
の
祥
な
り
。」
と
。

　

同
じ
く
『
新
唐
書
』
巻
一
百
、
元
璹
伝
に
は
、

　

貞
観
三
年
（
六
二
九
）、
復
た
突
厥
に
使
い
し
、
還
り
て
言

う
、「
夷
狄
は
馬
羊
を
以
て
盛
衰
を
準は

か

る
。
今
突
厥
の
六
畜
は

蕃ふ

え
ず
、
人
色
は
菜
の
若
く
、
牙
内
の
飯
粟
は
化
し
て
血
と
為

る
。
三
年
な
ら
ず
し
て
必
ず
亡
び
ん
。」
と
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
先
の
例
と
は
異
な
り
、
唐
王
朝
に
と
っ
て
吉
兆

と
な
っ
た
例
で
あ
る
。
し
か
し
詩
に
お
け
る
用
例
は
極
め
て
少
な
い
。

杜
甫
は
「
詠
懐
二
首
」〈
其
一
〉1391

で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

河
洛
化
為
血　

河
洛　

化
し
て
血
と
為
り

　
　

公
侯
草
間
啼　

公
侯　

草
間
に
啼
く

　
　

西
京
復
陥
没　

西
京　

復
た
陥
没
し

　
　

翠
蓋
蒙
塵
飛　

翠
蓋　

塵
を
蒙
り
て
飛
ぶ

　

こ
の
詩
も
大
暦
四
年
の
春
、
潭
州
か
ら
衡
州
へ
溯
る
途
中
で
書
か

れ
た
と
さ
れ
る
。
安
史
の
乱
が
勃
発
し
た
当
時
を
回
顧
し
た
部
分
で

あ
る
。「
河
洛
」
の
句
は
、
洛
陽
一
帯
が
戦
場
と
な
り
、
文
字
通
り

血
の
海
と
化
し
た
こ
と
を
言
う
。

　

末
句
の
「
徴
斂
」
の
語
は
、
租
税
を
徴
収
す
る
こ
と
。
早
く
は

『
周
礼
』
地
官
・
里
宰
に
、「
以
て
有
司
の
政
令
を
待
ち
て
、
其
の
財

賦
を
徴
斂
す
。」
と
見
え
、
そ
の
後
も
史
書
や
上
書
な
ど
に
は
散
見

す
る
が
、
詩
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
、『
全
唐
詩
』
に
は
四
例

を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
四
例
は
杜
甫
の
こ
の
詩
の
一

例
と
、
元
結
（
七
一
九
～
七
七
二
）
の
詩
の
三
例
に
限
ら
れ
る
。
以

下
に
引
こ
う
。

　
　

軍
国
多
所
需　

軍
国　

需
む
る
所
多
く

　
　

切
責
在
有
司　

切
責　

有
司
に
在
り

　
　

有
司
臨
郡
県　

有
司　

郡
県
に
臨
み

　
　

刑
法
競
欲
施　

刑
法　

競
い
て
施
さ
ん
と
欲
す

　
　

供
給
豈
不
憂　

供
給　

豈
に
憂
え
ざ
ら
ん
や

　
　

徴
斂
復
可
悲　

徴
斂　

復
た
悲
し
む
可
し

　
　
　
　
　

「
舂
陵
行
」（『
全
唐
詩
』
巻
二
四
一
）

　
　

井
税
有
常
期　

井
税
に
常
期
有
り

　
　

日
晏
猶
得
眠　

日
晏た

か

く
し
て
猶
お
眠
る
を
得
た
り

　
　
　

…
…　
　
　
　

…
…
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使
臣
将
王
命　

使
臣　

王
命
を
将お

こ
なう

　
　

豈
不
如
賊
焉　

豈
に
賊
に
如
か
ざ
ら
ん
や

　
　

今
彼
徴
斂
者　

今
彼
の
徴
斂
す
る
者

　
　

迫
之
如
火
煎　

之
に
迫
る
こ
と
火
煎
の
如
し

　
　

誰
能
絶
人
命　

誰
か
能
く
人
命
を
絶す

く

い
て

　
　

以
作
時
世
賢　

以
て
時
世
の
賢
と
作な

ら
ん

　
　
　
　
　

「
賊
退
示
官
吏
」（
同
前
）

　
　

山
沢
多
飢
人　

山
沢　

飢
人
多
く

　
　

閭
里
多
壊
屋　

閭
里　

壊
屋
多
し

　
　

戦
争
且
未
息　

戦
争
且
つ
未
だ
息
ま
ず

　
　

徴
斂
何
時
足　

徴
斂　

何
れ
の
時
か
足
ら
ん

　
　

不
能
救
人
患　

人
の
患
い
を
救
う
能
わ
ず
ん
ば

　
　

不
合
食
天
粟　

合ま
さ

に
天
粟
を
食
ら
う
べ
か
ら
ず

　
　
　

…
…　
　
　
　

…
…

　
　

勧
為
辞
府
主　

勧
む
為
に
府
主
に
辞
し　

　
　

従
我
游
退
谷　

我
に
従
い
て
退
谷
に
游
べ

　
　

谷
中
有
寒
泉　

谷
中
に
寒
泉
有
り

　
　

為
爾
洗
塵
服　

爾
の
為
に
塵
服
を
洗
わ
ん

　
　
　
　
　

「
喩
常
吾
直
」（
同
前
）

　
「
喩
常
吾
直
」
は
孫
望
校
『
元
次
山
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
六

〇
）
な
ど
に
よ
れ
ば
宝
応
元
年
（
七
六
二
）
か
翌
二
年
（
七
六
三
。

七
月
、
広
徳
と
改
元
）
の
作
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
元
結

が
徴
斂
の
語
を
用
い
た
最
初
の
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
「
客
従
」
中
の
詩
語
の
検
討
は
い
っ
た
ん
終
え
、
徴
斂
の

語
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

三

　

徴
斂
の
語
と
関
連
す
る
「
税
」
と
「
誅
求
」
に
つ
い
て
も
見
て
お

こ
う
。
た
だ
し
「
税
」
に
は
「
税
駕
」
の
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

車
に
付
け
て
い
た
馬
を
解
き
放
す
、
転
じ
て
休
息
す
る
と
い
う
意
味

も
あ
る
の
で
こ
れ
は
除
外
す
る
。
租
税
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る

杜
甫
の
詩
に
お
け
る
例
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

県
官
急
索
租　

県
官　

租
を
索
む
る
こ
と
急
な
る
も

　
　

租
税
従
何
出　

租
税　

何い
ず

く
よ
り
か
出
で
ん

　
　
　
　
　

「
兵
車
行
」0048

　
　

緬
通
淮
湖
税　

緬は
る

か
に
通
ず
淮
湖
の
税

　
　

栄
枯
走
不
暇　

栄
枯　

走
り
て
暇
あ
ら
ず

　
　
　
　
　

「
送
樊
二
十
三
侍
御
赴
任
漢
中
判
官
」0167

　
　

吁
嗟
公
私
病　

吁あ

嗟あ　

公
私
病
み
て

　
　

税
斂
欠
不
補　

税
斂　

欠
け
て
補
わ
ず

　
　
　
　
　

「
雷
（
大
旱
山
岳
焦
）」0894

　
「
送
樊
二
十
三
侍
御
赴
任
漢
中
判
官
」
は
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
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の
夏
、
鳳
翔
（
陝
西
省
宝
鶏
市
）
の
行
在
所
で
書
か
れ
た
。
樊
侍
御

が
漢
中
（
陝
西
省
漢
中
市
）
へ
と
赴
任
す
る
の
を
見
送
っ
た
詩
で
あ

る
。『
詳
注
』
は
こ
の
句
に
対
し
て
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
九
、

至
徳
元
載
（
七
五
六
）
十
月
の
記
事
を
引
い
て
い
る
。

　
　
　

第
五
琦　

上
に
彭
原
に
見ま

み

え
、
江
・
淮
の
租
庸
を
以
て
、
軽

　
　

貨
を
市か

い
、
江
・
漢
を
泝
り
て
上
り
、
洋
川
に
至
り
、
漢
中
王

　
　

瑀
を
し
て
陸
運
し
て
扶
風
に
至
り
て
以
て
軍
を
助
け
し
め
ん
こ

　
　

と
を
請
う
。
上　

之
に
従
う
。

　

軽
貨
は
僅
か
な
金
銭
。
樊
侍
御
は
李
瑀
が
江
・
淮
の
租
庸
の
輸
送

を
命
令
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
た
め
に
漢
中
へ
と
派
遣
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
ま
だ
長
安
と
洛
陽
は
安
禄
山
軍
の
占

領
下
に
あ
っ
た
。
租
は
税
と
し
て
納
め
る
穀
物
、
庸
は
労
役
に
従
う

こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
代
わ
り
に
納
め
ら
れ
た
織
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
雷
（
大
旱
山
岳
焦
）」
は
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
の
夏
、
夔
州
で

の
作
。
末
聯
に
、「
故
老
仰
面
啼
、
創
痍
向
誰
数
（
故
老　

面
を
仰

ぎ
て
啼
く
、
創
痍　

誰
に
向
か
い
て
か
数
え
ん
）」
と
言
う
。
長
い

旱
魃
の
た
め
に
公
私
の
田
畑
は
干
上
が
っ
て
し
ま
い
、
穀
物
を
税
と

し
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
農
民
の
苦
悩
を
詠
じ
た
部
分
で
あ
る
。

税
斂
の
語
は
、
例
え
ば
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
に
、「
其
の
田
疇
を
易お

さ

め
し
め
、
其
の
税
斂
を
薄
く
せ
ば
、
民
富
ま
し
む
可
し
。」
と
あ
る
。

杜
甫
は
こ
れ
を
意
識
し
て
過
酷
な
課
税
を
歎
い
た
の
で
あ
る
。

　

誅
求
、
徴
求
の
語
も
見
て
お
こ
う
。
誅
求
は
杜
詩
に
九
例
見
え
て

い
る
。
そ
の
う
ち
「
同
元
使
君
舂
陵
行
、
有
序
」1154

は
後
に
引

く
の
で
、
他
の
用
例
を
い
く
つ
か
引
こ
う
。

　
　

四
海
十
年
不
解
兵　

四
海　

十
年　

兵
を
解
か
ず

　
　

犬
戎
也
復
臨
咸
京　

犬
戎
也ま

た
復
た
咸
京
に
臨
む

　
　
　

…
…　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

但
恐
誅
求
不
改
轍　

但
だ
恐
る
誅
求　

轍
を
改
め
ざ
る
を

　
　

聞
道
嬖
孽
能
全
生　

聞き
く

道な
ら

く
嬖
孽　

能
く
生
を
全
う
す
と

　
　
　
　
　

「
釈
悶
」0699

　
　

庶
官
務
割
剥　

庶
官　

割
剥
に
努
め

　
　

不
暇
憂
反
側　

反
側
を
憂
う
る
に
暇
あ
ら
ず

　
　

誅
求
何
多
門　

誅
求
何
ぞ
多
門
な
る

　
　

賢
者
貴
為
徳　

賢
者
は
徳
を
為
す
を
貴
ぶ

　
　
　
　
　

「
送
韋
諷
上
閬
州
録
事
参
軍
」0770

　
　

戎
馬
不
如
帰
馬
逸　

戎
馬
は
如
か
ず
帰
馬
の
逸
な
る
に

　
　

千
家
今
有
百
家
存　

千
家　

今
百
家
の
み
存
す
る
有
り

　
　

哀
哀
寡
婦
誅
求
尽　

哀
哀
た
る
寡
婦
は
誅
求
さ
れ
尽
く
し

　
　

慟
哭
秋
原
何
処
村　

秋
原
に
慟
哭
す
る
は
何
処
の
村
ぞ

　
　
　
　
　

「
白
帝
」0934

　
　

朝
廷
防
盗
賊　

朝
廷　

盗
賊
を
防
ぎ

　
　

供
給
愍
誅
求　

供
給
す
る
に
誅
求
を
愍あ

わ
れむ
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「
奉
送
王
信
州
崟
北
帰
」1133

　
　

乱
世
誅
求
急　

乱
世　

誅
求
急
に
し
て

　
　

黎
民
糠
籺
窄　

黎
民　

糠
籺
窄
し

　
　
　
　
　

「
駆
豎
子
摘
蒼
耳
」1134

　
　

盗
賊
浮
生
困　

盗
賊　

浮
生
困く

る

し
み

　
　

誅
求
異
俗
貧　

誅
求　

異
俗
貧
し

　
　

空
村
唯
見
鳥　

空
村　

唯
だ
鳥
を
見
る
の
み

　
　

落
日
未
逢
人　

落
日　

未
だ
人
に
逢
わ
ず

　
　
　
　
　

「
東
屯
北
崦
」1216

　
　

八
荒
十
年
防
盗
賊　

八
荒　

十
年　

盗
賊
を
防
ぎ

　
　

征
戍
誅
求
寡
妻
哭　

征
戍
に
誅
求
せ
ら
れ
て
寡
妻
哭
す

　
　

遠
客
中
宵
涙
霑
臆　

遠
客　

中
宵
に
涙
臆む

ね

を
霑
す

　
　
　
　
　

「
虎
牙
行
」1257

　
　

惻
隠
誅
求
情　

誅
求
を
惻
隠
す
る
の
情

　
　

固
応
賢
愚
異　

固
よ
り
応
に
賢
愚
異
な
る
べ
し

　
　
　
　
　

「
送
顧
八
分
文
学
適
洪
吉
州
」1342

　
「
釈
悶
」
は
広
徳
二
年
（
七
六
四
）
の
春
、
閬
州
（
四
川
省
閬
中

市
）
で
の
作
。
戦
乱
が
続
き
、
過
酷
な
徴
税
が
改
め
ら
れ
な
い
こ
と

を
歎
く
。「
送
韋
諷
上
閬
州
録
事
参
軍
」
も
同
年
、
成
都
で
の
作
。

韋
諷
が
閬
州
へ
録
事
参
軍
と
し
て
赴
任
す
る
の
を
見
送
り
、
十
年
も

軍
糧
を
供
給
し
て
き
た
民
に
こ
れ
以
上
各
種
の
税
負
担
を
課
さ
な
い

よ
う
に
戒
め
る
。「
白
帝
」
は
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
の
秋
、
夔
州

で
の
作
。
寂
れ
た
村
で
は
寡
婦
で
さ
え
重
税
に
あ
え
い
で
い
る
。

「
奉
送
王
信
州
崟
北
帰
」
は
こ
れ
も
大
暦
二
年
（
七
六
七
）
の
秋
、

夔
州
で
の
作
。『
詳
注
』
は
こ
こ
で
は
誅
求
の
出
典
と
し
て
『
春
秋

左
氏
伝
』
襄
公
三
十
一
年
の
記
事
か
ら
鄭
の
子
産
の
言
葉
、「
敝
邑

の
褊
小
に
し
て
、
大
国
に
介は
さ
まり

、
誅
求　

時
無
き
を
以
て
、
是
を
以

て
敢
え
て
寧
居
せ
ず
。」
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
小
国
の
鄭
が
諸

大
国
か
ら
財
貨
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
。「
駆
豎
子
摘
蒼
耳
」

と
「
東
屯
北
崦
」、「
虎
牙
行
」
も
大
暦
二
年
の
秋
、
夔
州
で
の
作
で

あ
る
。「
送
顧
八
分
文
学
適
洪
吉
州
」
は
大
暦
三
年
、
公
安
（
湖
北

省
荊
州
市
公
安
県
）
で
の
作
。
徴
求
は
一
例
、
大
暦
二
年
、
夔
州
で

の
作
、「
又
呈
呉
郎
」1207

に
、「
已
訴
徴
求
貧
到
骨
、
正
思
戎
馬

涙
盈
巾
（
已
に
訴
う
徴
求　

貧
は
骨
に
到
る
と
、
正
に
戎
馬
を
思
え

ば
涙
は
巾
に
盈
つ
）」
と
見
え
る
。
食
事
に
事
欠
き
、
子
供
も
い
な

い
婦
人
が
徴
税
の
過
酷
さ
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

　

二
年
弱
を
過
ご
し
た
夔
州
時
代
の
詩
に
誅
求
、
徴
求
の
語
が
頻
出

す
る
の
は
実
際
に
農
園
を
管
理
す
る
な
ど
、
農
民
と
接
触
す
る
機
会

が
多
く
、
そ
の
困
窮
を
知
悉
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

「
虎
牙
行
」
に
つ
い
て
『
杜
臆
』
巻
九
が
、「
漁
陽
・
犬
戎
は
、
又　

説
き
て
京
師
に
到
り
、
而
る
後
に
八
荒
を
以
て
之
に
該あ

つ
る
は
、
征

戍　

誅
求
、
処
と
し
て
然
ら
ざ
る
無
き
を
見あ

ら
わす

な
り
。」
と
指
摘
す
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る
よ
う
に
、
杜
甫
の
視
線
は
夔
州
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
徴
税
の
あ
り
方
、
徴
税
が
過
重
な
負
担
を
強
い
て
い
る
現

実
は
、
一
貫
し
て
杜
甫
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四

　
「
徴
斂
」
の
語
は
先
述
し
た
よ
う
に
『
全
唐
詩
』
に
は
元
結
と
杜

甫
の
詩
に
の
み
現
れ
る
語
で
あ
る
。
杜
甫
は
な
ぜ
、
ほ
と
ん
ど
詩
に

は
用
い
ら
れ
な
い
こ
の
語
を
「
客
従
」
で
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
元
結
の
「
舂
陵
行
」
に
触
発
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
）
（
（

。
元
結
が
道
州
（
湖
南
省
永
州
市
道
州
市
）
の
刺
史
と
し
て
着

任
し
た
の
は
広
徳
二
年
（
七
六
四
）
の
五
月
、
詩
が
書
か
れ
た
の
は

そ
れ
か
ら
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
。
詩
が
書
か
れ
た
背
景
は
先
に
引

い
た
「
舂
陵
行
」
の
序
に
詳
し
い
。 

　

癸
卯
の
歳
、
漫
叟　

道
州
刺
史
を
授
け
ら
る
。
道
州
は
旧も

と

四
万
余
戸
な
る
に
、
賊
を
経
し
よ
り
已
来
四
千
に
満
た
ず
し
て
、

大
半
は
賦
税
に
勝た

え
ず
。
官
に
到
り
て
未
だ
五
十
日
な
ら
ざ
る

に
、
諸
使
の
徴
求
の
符
牒
二
百
余
封
を
承
く
。
皆
な
曰
く
、
其

の
限
を
失
う
者
は
、
罪　

貶
削
に
至
ら
ん
と
。
…
…
吾
将
に
官

を
守
る
こ
と
静
に
し
て
以
て
人
を
安
ん
じ
罪
を
待
た
ん
の
み
。

此
の
州
は
是
れ
舂
陵
の
故
地
な
り
、
故
に
舂
陵
行
を
作
り
以
て

下
情
を
達
せ
ん
と
す
。

　

着
任
し
た
ば
か
り
の
元
結
に
徴
税
を
督
促
す
る
文
書
が
頻
繁
に
届

い
た
の
で
あ
る
。「
賊
退
示
官
吏
」
の
序
も
引
い
て
お
こ
う
。

　

癸
卯
の
歳
、
西
原
の
賊　

道
州
に
入
り
、
燓
焼
殺
掠
、
幾
ど

尽
く
し
て
去
る
。
…
…
諸
使　

何
為
れ
ぞ
忍
苦
し
て
徴
斂
す
る

や
。
故
に
詩
一
篇
を
作
り
、
以
て
官
吏
に
示
す
。

　

杜
甫
は
「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」
を
読
ん
で
「
同
元
使
君

舂
陵
行
、
有
序
」
を
書
い
た
。
ま
ず
序
を
引
こ
う
。

　

道
州
の
元
使
君
結
の
舂
陵
行
兼お
よ

び
賊
退
き
し
後
に
官
吏
に
示

す
の
作
二
首
を
覧
て
、
之
に
志し

る

し
て
曰
く
、
天
子
分
憂
の
地
に

当
た
り
、
漢
官
良
吏
の
目
に
効
う
。
今
盗
賊
未
だ
息や

ま
ず
、
民

の
疾
苦
す
る
を
知
り
、
結
が
輩
十
数
公
を
得
て
、
落
落
然
と
し

て
天
下
に
参
錯
せ
し
め
て
邦
伯
と
為
さ
ば
、
万
物
気
を
吐
き
、

天
下
の
小す

こ

し
く
安
ん
ず
る
こ
と
待
つ
可
し
。
意お

も

わ
ざ
り
き
復
た

比
興
の
体
制
の
、
微
婉
頓
挫
の
詞
を
見
ん
と
は
。
感
じ
て
詩
有

り
、
諸こ

れ

を
巻
軸
に
増
し
て
、
我
を
知
る
者
に
簡
す
る
も
、
必
ず

し
も
元
に
は
寄
せ
ず
。

　

四
十
四
句
か
ら
な
る
詩
は
以
下
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
る
。

　
　

粲
粲
元
道
州　

粲
粲
た
り
元
道
州

　
　

前
聖
畏
後
生　

前
聖
は
後
生
を
畏
る

　
　

観
乎
舂
陵
作　

舂
陵
の
作
を
観
て

　
　

歘
見
俊
哲
情　

歘た
ち
まち
俊
哲
の
情
を
見
る
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復
覧
賊
退
篇　

復
た
賊
退
く
の
篇
を
覧
る
や

　
　

結
也
実
国
楨　

結
や
実
に
国
楨
な
り

　
　
　

…
…　
　
　
　

…
…

　
　

悽
惻
念
誅
求　

悽
惻
し
て
誅
求
を
念
い

　
　

薄
斂
近
休
明　

薄
斂
す
れ
ば
休
明
に
近
し

　
　

乃
知
正
人
意　

乃
ち
知
る
正
人
の
意
の

　
　

不
苟
飛
長
纓　

苟
い
や
し
くも

長
纓
を
飛
ば
さ
ざ
る
を

　
　
　

…
…　
　
　
　

…
…

　
　

作
詩
呻
吟
内　

詩
を
作
る
呻
吟
の
内

　
　

墨
淡
字
攲
傾　

墨
淡
く
し
て
字
攲
傾
す

　
　

感
彼
危
苦
詞　

彼
の
危
苦
の
詞
に
感
ず

　
　

庶
幾
知
者
聴　

庶
幾
く
は
知
者
の
聴
か
ん
こ
と
を

　

元
結
は
「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」
を
書
い
て
い
た
だ
け
で

は
な
く
、
実
際
に
上
奏
し
て
道
州
の
民
の
窮
迫
ぶ
り
と
租
税
の
減
免

を
訴
え
る
と
い
う
行
動
に
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
広
徳
二
年
（
七
六

四
）
に
書
か
れ
た
「
謝
上
表
」（『
全
唐
文
』
巻
三
八
〇
）
で
は
道
州

の
現
状
を
、「
臣　

今
日
の
州
県
を
料
る
に
、
征
税
に
堪
う
る
者
は

幾
ば
く
も
無
く
、
已
に
破
敗
す
る
者
は
実
に
多
し
。
百
姓
の
墳
墓
を

恋
う
る
者
は
蓋
し
少
な
く
、
流
亡
を
思
う
者
は
乃
ち
衆
し
。」
と
述

べ
、
刺
史
に
は
門
閥
な
ど
に
は
関
わ
り
な
く
適
任
者
を
登
用
す
る
こ

と
な
ど
を
求
め
て
い
る
し
、「
再
謝
上
表
」（
同
）
で
も
、「
今
四
方

の
兵
革　

未
だ
寧
ら
か
な
ら
ざ
る
に
、
賦
斂　

未
だ
息
ま
ず
、
百
姓

の
流
亡
す
る
も
の
転
た
甚
だ
し
き
に
、
官
吏
の
侵
剋
す
る
こ
と
日
〻

に
多
し
。」
と
述
べ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
元
結
の
訴
え
は
「
奏
免
科
率
状
」（『
全
唐
文
』
巻

三
八
一
）、「
奏
免
科
率
等
状
」（
同
）
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
代
宗
の
裁
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
件
を
『
新
唐

書
』
巻
百
四
十
六
、
元
結
伝
は
、「
結　

民
の
為
に
舎
を
営
み
田
を

給
し
、
徭
役
を
免
じ
、
流
亡　

帰
す
る
者
万
余
。」
と
記
す
。

　

杜
甫
と
元
結
と
は
天
宝
六
載
（
七
四
七
）、
と
も
に
長
安
で
制
科

を
受
験
し
、
宰
相
の
李
林
甫
の
策
謀
で
落
第
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
面
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
新
唐
書
』

巻
二
百
二
、
蘇
源
明
伝
に
は
「
源
明
は
雅
に
杜
甫
・
鄭
虔
に
善
し
、

其
の
最
も
称か

な

う
者
は
元
結
・
梁
粛
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
か
ら
、

二
人
は
安
史
の
乱
以
前
か
ら
交
遊
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
）
（
（

。

元
結
は
天
宝
十
三
載
（
七
五
四
）
に
進
士
と
な
り
、
右
金
吾
兵
曹
参

軍
、
水
部
員
外
郎
、
著
作
郎
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。
杜
甫
に
「
送

元
二
適
江
左
」0668

が
あ
っ
て
、
元
二
を
元
結
と
み
な
す
説
も
あ

る
が
、『
銭
注
杜
詩
』
巻
十
二
が
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
に
、
こ
の

詩
は
元
結
と
杜
甫
の
交
遊
の
詳
細
を
示
す
資
料
と
は
な
ら
な
い
。

　

杜
甫
が
「
同
元
使
君
舂
陵
行
、
有
序
」
を
書
い
た
の
は
大
暦
二
年

の
秋
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
舂
陵
行
」
が
書
か
れ
て
か
ら
二
年
ほ
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ど
経
っ
て
こ
れ
を
目
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
杜
甫
は
こ
の
作
を
読
ん

で
、
こ
れ
が
「
比
興
の
体
制
、
微
婉
頓
挫
の
詞
」、
つ
ま
り
比
興
の

手
法
を
用
い
た
含
蓄
の
あ
る
伝
統
的
な
政
治
批
判
の
詩
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け
、
自
身
の
詩
集
に
書
き
加
え
た
の
で
あ

る
）
（
（

。

お
わ
り
に

　

杜
甫
の
「
客
従
」
が
寓
言
の
手
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、『
草
堂
詩
箋
』

巻
十
五
に
は
、「
蓋
し
甫
は
公
家　

徴
斂
し
て
其
の
有
る
无
き
の
物

を
索
む
る
を
寓
意
す
る
な
り
。」
と
あ
り
、
前
掲
『
杜
甫
詩
箋
選
注
』

は
、「
這
是
一
首
寓
言
式
的
詩
、
訴
説
黎
民
生
活
之
苦
。」
と
言
い
、

さ
ら
に
袁
行
霈
著
・
佐
竹
保
子
訳
『
詩
の
芸
術
性
と
は
な
に
か
』

（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
）
の
「
中
国
古
典
詩
歌
の
多
義
性
」
の
章

は
「
客
従
」
に
も
触
れ
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

中
国
の
古
典
詩
歌
に
「
象
徴
義
」
は
よ
く
見
ら
れ
る
。「
詠

懐
」
や
「
感
遇
」
と
題
す
る
作
品
に
は
こ
と
に
多
い
。
…
…
こ

れ
ら
の
詩
で
象
徴
す
る
方
の
事
物
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
さ
れ
る

方
の
内
実
は
ほ
と
ん
ど
が
政
治
へ
の
感
慨
で
、
時
世
や
人
生
を

憂
え
、
志
を
述
べ
た
り
風
刺
に
こ
と
よ
せ
た
り
す
る
。
…
…
李

白
や
杜
甫
に
は
、「
感
遇
」
や
「
詠
懐
」
と
い
う
題
で
は
な
い
が
、

象
徴
的
な
手
法
で
政
治
へ
の
感
慨
を
述
べ
、
事
実
上
こ
の
分
野

に
入
る
詩
が
幾
つ
か
あ
る
。
…
…
杜
甫
の
「
客
従
」
や
「
病
橘
」

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
国
の
古
典
詩
歌
の
優
れ
た
伝
統
を
こ

う
し
た
作
品
が
担
っ
て
い
る
。

　

ま
た
韓
成
武
・
張
志
民
『
杜
甫
詩
全
釈
』（
河
北
人
民
出
版
社
、

一
九
九
七
）
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　

這
年
三
月
、
唐
王
朝
派
御
史
向
商
人
徴
税
、
加
劇
了
人
民
的

痛
苦
。
杜
甫
有
感
于
此
、
遂
即
以
寓
言
形
式
、
対
民
困
民
瘼
寄

予
了
深
切
同
情
、
対
統
治
者
横
徴
暴
斂
進
行
了
強
烈
譴
責
。

　

そ
れ
で
は
「
寓
言
形
式
」
を
用
い
て
「
公
家
」
の
誅
求
を
民
に
代

わ
っ
て
訴
え
た
杜
甫
は
な
ぜ
末
句
に
「
徴
斂
」
と
い
う
き
わ
め
て
現

実
的
で
し
か
も
用
例
の
少
な
い
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
詳

注
』
は
、「
此
の
詩
は
当
時　

民　

徴
斂
に
困
し
む
が
為
に
し
て
作

り
、
通
首　

寓
言
な
る
も
、
末
句
に
意
を
露
わ
す
。」
と
述
べ
、
末

句
で
真
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

杜
甫
が
農
民
の
困
窮
ぶ
り
を
訴
え
た
詩
は
大
暦
四
年
、「
客
従
」

の
前
後
に
書
か
れ
た
詩
に
限
っ
て
も
「
歳
晏
行
」1360

、「
遣
遇
」

1373
、「
詠
懐
二
首
」〈
其
一
〉1391

、「
蚕
穀
行
」1426

な
ど
が
あ
る
。

そ
の
中
で
寓
言
を
用
い
た
「
客
従
」
は
き
わ
め
て
特
異
な
作
品
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
理
由
は
今
や
明
白
で

あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
杜
甫
は
元
結
の
「
舂
陵
行
」
に
心
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を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
脳
裏
に
刻
み
つ
け
た
こ
と
が

「
客
従
」
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
杜
甫
は
大
暦

四
年
（
七
六
九
）
の
夏
、
潭
州
で
、
道
州
刺
史
と
し
て
赴
任
す
る
裴

虯
の
送
別
の
宴
会
に
連
な
り
、
三
十
二
句
か
ら
な
る
「
湘
江
宴
餞
裴

二
端
公
赴
道
州
」1397

を
書
き
、「
上
請
減
兵
甲
、
下
請
安
井
田

（
上
は
請
う
兵
甲
を
減
ぜ
よ
と
、
下
は
請
う
井
田
を
安
ん
ぜ
よ
と
）」

と
詠
じ
、
裴
虯
が
道
州
の
民
を
慈
し
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
切
願
し
て

い
る
。
こ
の
餞
別
の
詩
を
書
い
た
時
に
、
杜
甫
の
脳
裏
に
は
道
州
が
、

元
結
が
悪
戦
苦
闘
し
、「
舂
陵
行
」
を
書
い
た
地
）
（
（

で
あ
る
こ
と
が
再

び
想
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
「
客
従
」
執
筆
の
要

因
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

臆
説
を
付
け
加
え
れ
ば
、
当
路
の
人
に
民
の
窮
状
を
訴
え
る
す
べ

を
持
た
な
く
な
っ
た
杜
甫
は
、
寓
言
形
式
を
採
用
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
現
実
に
目
を
向
け
さ
せ
る
関
鍵
詞
と
し
て
徴
斂
の
語
を
末
句
に

埋
め
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
「
兵
車
行
」、「
三
吏
三
別
」0254

～0259

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
詩
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
用

い
て
民
の
困
窮
ぶ
り
を
描
い
た
。「
舂
陵
行
」
を
読
ん
だ
時
に
は
、

乾
元
二
年
（
七
五
九
）、
洛
陽
か
ら
華
州
（
陝
西
省
渭
南
市
華
州

区
）
へ
の
帰
途
、「
三
吏
三
別
」
を
書
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
杜
甫
が
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
の
が
寓
言
形
式

を
用
い
た
告
発
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
（
（

。
元
結
が
「
客
従
」
を
読
む
機
会

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
の
徴
斂
の
語
か
ら
杜
甫
が
元
結
に
向

け
た
確
か
な
伝
言
を
読
み
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　　
　

注

（
1
）
杜
甫
が
「
同
元
使
君
舂
陵
行
、
有
序
」
を
書
い
た
動
機
に
つ
い
て
、

黄
徹
『

渓
詩
話
』
巻
六
に
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

元
道
州
の
「
舂
陵
行
」
に
云
う
、「
…
…
」「
…
…
」
と
。「
賊
退
き

て
官
吏
に
示
す
」
に
云
う
、「
…
…
」
と
。
子
美
之
を
志し

る

し
て
曰
う
、

「
今
盗
賊
未
だ
息
ま
ず
、
民
の
疾
苦
を
知
る
も
の
、
結
が
輩
十
数
公
を

得
て
邦
伯
と
為
さ
ば
、
万
物
気
を
吐
き
、
天
下　

少
し
く
安
か
ら
ん

こ
と
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
待
つ
可
し
」
と
。
余
謂お

も

う
に
漫
叟
の
能
く
然

る
所
以
は
、
民
を
先
に
し
己
を
後
に
し
、
官
爵
を
軽
ん
じ
、
人
命
を

重
ん
ず
る
が
故
な
り
。
其
の
「
石
魚
」
を
賦
す
る
の
詩
を
観
る
に
云

う
、「
金
魚
は
吾
須も

と

め
ず
、
軒
冕
も
吾
愛
さ
ず
」
と
。
此
れ
能
く
権
勢

に
徇
わ
ず
し
て
専
ら
愛
民
に
務
む
る
所
以
な
り
。
杜
云
う
、「
乃
ち
知

る
正
人
の
意
の
、
苟
く
も
長
纓
を
飛
ば
さ
ざ
る
を
」
と
。
深
く
相
い

知
る
と
謂
う
可
し
。

　
　

黄
徹
は
元
結
が
民
衆
の
命
を
重
ん
じ
、
官
爵
を
軽
ん
ず
る
姿
勢
に
対

し
て
、
杜
甫
が
深
い
共
感
を
寄
せ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
2
）
伊
藤
正
文
「
杜
甫
と
元
結
・『
篋
中
集
』
の
詩
人
た
ち
」（「
中
国
文
学

報
」
一
七
、
京
都
大
学
文
学
部
中
国
語
学
中
国
文
学
研
究
室
、
一
九
六

二
。
そ
の
後
『
建
安
詩
人
と
そ
の
伝
統
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
）
に
収

録
）
は
、「
杜
甫
と
元
結
と
は
面
識
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

恐
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…
…
し
か
し
二
人
が
互
い
に
相
手
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
乾
元
元
年

（
七
五
八
）
前
後
の
頃
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
仲
だ
ち
役
は
、
杜
甫
の

左
拾
遺
時
代
以
来
の
友
人
孟
雲
卿
（
七
二
六
？
～
？
）
で
あ
っ
た
ろ

う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
鄧
芳
「
元
結
楽
府
に
お
け
る
「
比
興
体
制
」
と
そ
の
新
楽
府
に
対
す

る
影
響
─
「
舂
陵
行
」
を
中
心
に
─
」（「
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学

研
究
室
紀
要
」
一
三
、
二
〇
一
〇
）
は
、「
比
興
体
制
」
に
関
し
て
、

「
杜
甫
が
「
比
興
体
制
」
と
い
う
語
を
用
い
て
褒
め
称
え
て
い
る
の
は
、

元
結
の
「
舂
陵
行
」
が
政
治
を
直
接
批
判
す
る
「
賦
」
体
で
は
な
く
、

婉
曲
な
諷
喩
の
文
章
形
式
と
風
格
を
用
い
て
い
る
点
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。」、「
元
結
の
「
舂
陵
行
」
に
、
杜
甫
が
高
い
評
価
を
与
え

た
理
由
は
、
自
分
が
ず
っ
と
実
践
し
て
い
な
が
ら
十
分
理
論
付
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
主
張
を
、
元
結
が
明
確
に
示
し
得
た
か
ら
で
は
な

い
か
。」
と
指
摘
す
る
。

（
4
）
孫
望
『
元
次
山
年
譜
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
）
に
拠
れ
ば
、
道
州

刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
元
結
は
永
泰
二
年
の
春
に
再
び
道
州
刺
史
と
な
り
、

大
暦
三
年
（
七
六
八
）
の
夏
に
は
容
州
刺
史
と
し
て
容
州
（
広
西
壮
族

自
治
区
玉
林
市
）
へ
赴
い
て
い
る
。
こ
の
時
に
一
度
は
老
母
が
病
気
が

ち
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
断
っ
た
。「
譲
容
州
表
」（『
全
唐
文
』
巻
三
八

〇
）
で
は
道
州
刺
史
で
あ
っ
た
時
を
振
り
返
っ
て
、「
臣　

又
多
病
に
し

て
、
近
日　

劇は
げ

し
き
を
加
う
。
前
に
道
州
に
在
り
し
と
き
、
黽
勉
す
る

こ
と
六
歳
、
実
に
政
理
無
し
。」
と
述
べ
る
。

（
5
）
詩
話
な
ど
で
「
客
従
」
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
い
。
管
見
で
は

宋
・
張
戒
（
？
～
一
一
五
八
）
撰
『
歳
寒
堂
詩
話
』
巻
上
（
歴
代
詩
話

続
編
）
が
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

〔
付
記
〕
一
々
記
さ
な
か
っ
た
が
、
本
稿
を
草
す
る
に
際
し
て
は
以
下
の
論

文
（
順
不
同
）
か
ら
も
裨
益
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。　

　

市
川
桃
子
「
元
結
「
舂
陵
行
」
考
─
詩
人
の
文
学
精
神
と
政
治
理
念
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
─
」（「
東
方
学
」
六
〇
、
東
方
学
会
、
一
九
八
〇
）

　

好
川
聡
「
元
結
の
叙
景
と
抒
情
」（「
中
国
文
学
報
」
六
四
、
京
都
大
学
文

学
部
中
国
語
学
中
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
〇
二
）

　

封
野
『
杜
甫
夔
州
詩
疏
論
』（
東
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）、
第
四
章

「
社
会
民
生
的
関
懐
」
第
四
節
「
関
于
征
戍
誅
求
問
題
」　

　

加
藤
敏
「
元
結
の
「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」
に
つ
い
て
」（「
千
葉

大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
」
四
五
─
Ⅱ
、
一
九
九
七
）

　

加
藤
敏
「
元
結
研
究
に
向
け
て
（
一
）」（「
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀

要
」
五
六
─
Ⅱ
、
二
〇
〇
八
）

　

加
藤
敏
「
元
結
の
新
題
楽
府
を
め
ぐ
っ
て
─
杜
甫
「
同
元
使
君
舂
陵
行
」

に
お
け
る
元
結
─
」（「
中
国
文
化
」
七
四
、
中
国
文
化
学
会
、
二
〇
一
六
）。
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北
海
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教
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大
学
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誉
教
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）


